
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号及び第４号に該当する契約について、瀬戸市契約規則第２６条の２第２号の規定に基づき以下のとおり契約の締結状況を公表します。

備考

商号（名称） 住所 （変更の理由等）

1
保育園清掃および環境
整備業務

公益社団法人　瀬戸
市シルバー人材セン
ター

瀬戸市東権現町５１
番地

園内の清掃および樹木の剪定や草刈り等の環境整備業務を作業内容
に合わせて柔軟に作業員を配置でき、高齢者の就業の安定その他福祉
を行う団体、かつ地方自治法施行令１６７条の２第１項第３号に該当する
もの。

H29.4.1 H29.4.1 ～ H30.3.31 － 3,406,900 こども家庭課

2
愛環中水野駅　駅前駐
車場施錠管理業務委託

公益社団法人瀬戸
市シルバー人材セン
ター

瀬戸市東権現町５１
番地

　高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業、又は軽易
な業務を提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉の増進に関する事
業を行う団体、かつ地方自治法施行令１６７条の２第１項第３号に該当
する市内唯一の団体であるため。

H29.4.1 H29.4.1 ～ H30.3.31 － 390,220 維持管理課

3
資源リサイクルセンター
資源物受入及び清掃業
務委託

公益社団法人　瀬戸
市シルバー人材セン
ター

瀬戸市東権現町５１
番地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定による。　     １　当
該業務の内容が高年齢退職者の希望に応じた就業となるものであり、
日常生活に密着している。
２　短時間的な就業形態をとるため、高年齢退職者の就労機会の確保と
生きがいや、社会参加の推進を図ることができる。
　

H29.4.3 H28.4.3 ～ H29.3.30 － 1,699,653
環境課　資源
リサイクルセ
ンター

4 駐輪場管理業務委託
公益社団法人瀬戸
市シルバー人材セン
ター

瀬戸市東権現町５１
番地

　高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業、又は軽易
な業務を提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉の増進に関する事
業を行う団体、かつ地方自治法施行令１６７条の２第１項第３号に該当
する市内唯一の団体であるため。

H29.4.1 H29.4.1 ～ H30.3.31 － 2,833,678 維持管理課

5
駅前広場施設等清掃業
務委託

公益社団法人瀬戸
市シルバー人材セン
ター

瀬戸市東権現町５１
番地

　高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業、又は軽易
な業務を提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉の増進に関する事
業を行う団体、かつ地方自治法施行令１６７条の２第１項第３号に該当
する市内唯一の団体であるため。

H29.4.1 H29.4.1 ～ H30.3.31 － 4,852,490 維持管理課

6  愛・パーク管理業務委託
公益社団法人　瀬戸
市シルバー人材セン
ター

瀬戸市東権現町５１
  業務の円滑な実施と、高年齢者等の雇用の安定を図るため、または軽
易な業務を提供でき、かつ地方自治法施行令第167条の2第1項第3号
に該当するもの。

H29.4.1 H29.4.1 ～ H30.3.31 － 2,711,802 維持管理課 　

7
 瀬戸川緑地草刈業務委
託

公益社団法人　瀬戸
市シルバー人材セン
ター

瀬戸市　追分町外
地内

  業務の円滑な実施と、高年齢者等の雇用の安定を図るため、または軽
易な業務を提供でき、かつ地方自治法施行令第167条の2第1項第3号
に該当するもの。

H29.6.15 H29.6.16 ～ H29.12.18 － 3,744,360 維持管理課

8
 菱野団地緑地草刈業務
委託

公益社団法人　瀬戸
市シルバー人材セン
ター

瀬戸市　原山台１丁
目外　地内

  業務の円滑な実施と、高年齢者等の雇用の安定を図るため、または軽
易な業務を提供でき、かつ地方自治法施行令第167条の2第1項第3号
に該当するもの。

H29.7.3 H29.7.4 ～ H29.12.13 － 2,195,640 維持管理課

9
陶祖公園外２公園　低木
刈込等業務委託

公益社団法人　瀬戸
市シルバー人材セン
ター

瀬戸市　須原町外
地内

  業務の円滑な実施と、高年齢者等の雇用の安定を図るため、または軽
易な業務を提供でき、かつ地方自治法施行令第167条の2第1項第3号
に該当するもの。

H29.7.20 H29.7.21 ～ H29.12.13 － 1,947,240 維持管理課

10 小学校植木剪定業務
 公益社団法人瀬戸
市シルバー人材セン
ター

 瀬戸市東権現町５１
番地

 高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業、又は軽易な
業務を提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉の増進に関する事業
を行う団体、かつ地方自治法施行令１６７条の２第１項第３号に該当する
市内唯一の団体であるため。

H29.12.12 H29.12.13 ～ H30.3.26 － 2,378,300 学校教育課

11 中学校植木剪定業務
 公益社団法人瀬戸
市シルバー人材セン
ター

 瀬戸市東権現町５１
番地

 高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業、又は軽易な
業務を提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉の増進に関する事業
を行う団体、かつ地方自治法施行令１６７条の２第１項第３号に該当する
市内唯一の団体であるため。

H29.12.12 H29.12.13 ～ H30.3.26 － 1,082,740 学校教育課 　

12 市有地環境整備業務委託
公益社団法人瀬戸
市シルバー人材セン
ター

瀬戸市東権現町５１
番地

高齢者の希望に応じた就業で、臨時かつ短期的な就業、又は軽易な業
務を提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉の増進に関する事業を
行う団体、かつ地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す
る市内唯一の団体であるため。

H29.6.14 H29.6.15 ～ H30.1.31 － 3,048,332  財政課

履行期間 　担当課名契約金額（円）No. 件　　名
契約の相手方

契約の相手方とした理由 契約日 納入期限


